
環境影響評価法

１．案内情報

① 手続名 ： 第二種事業に係る判定の届出（再判定の届出）

② 手続根拠 ： ・環境影響評価法第４条第１項

（環境影響評価法第４条第４項）

（環境影響評価法第２９条第１項）

・鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目

並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に

行うための手法を選定するための指針、環境の保全の

ための措置に関する指針等を定める省令第１条

・軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目

並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に

行うための手法を選定するための指針、環境の保全の

ための措置に関する指針等を定める省令第１条

③ 手続対象者 ： 第二種事業に係る判定（再判定）の届出を行う事業者

④ 提出時期 ： 第二種事業に係る判定（再判定）の届出を行うとき

⑤ 提出方法 ： 第二種事業概要等届出書を作成し、国土交通省鉄道局施

設課環境対策室（普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業

にあっては、当該事業の実施区域を管轄する運輸局鉄道

部技術第一課または技術課）へ提出して下さい。

⑥ 手数料 ： なし

⑦ 添付書類・部数 ： 第二種事業が実施されるべき区域及び周囲の概況を明ら

かにした適切な縮尺の平面図（１部）

⑧ 申請書様式 ： 第二種事業概要等届出書

⑨ 記載要領・記載例 ： 提出先にお問い合わせ下さい。

２．窓口情報

① 提出先：

鉄道局施設課環境対策室 ０３－５２５３－８１１１（内線４０８６３）

北海道運輸局鉄道部技術課 ０１１－２９０－２７３３

東北運輸局鉄道部技術課 ０２２－７９１－７５２８

新潟運輸局鉄道部技術第一課 ０２５－２４４－６１１７

関東運輸局鉄道部技術第一課 ０４５－２１１－７２４１

中部運輸局鉄道部技術第一課 ０５２－９５２－８０３２

近畿運輸局鉄道部技術第一課 ０６－６９４９－６４４１

中国運輸局鉄道部技術課 ０８２－２２８－８７９７

四国運輸局鉄道部技術課 ０８７－８３５－６３６１

九州運輸局鉄道部技術課 ０９２－４７２－２５２０

② 受付時間：提出先にお問い合わせ下さい。

③ 相談窓口：提出先にお問い合わせ下さい。



３．手続情報

①審査基準 ：・環境影響評価法第４条第３項

・鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目

並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に

行うための手法を選定するための指針、環境の保全の

ための措置に関する指針等を定める省令第１条の二

・軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目

並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に

行うための手法を選定するための指針、環境の保全の

ための措置に関する指針等を定める省令第１条の二

②標準処理期間：届出の日から起算して６０日以内



別記様式（第一条関係）

第二種事業概要等届出書

年 月 日

殿

届出者 住 所

氏 名

鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業について、環境影響評価法第４条第１項の規定により
次のとおり届け出ます。

第二種事業の名称

第二種事業の目的

第二種事業の種類

第二種事業の規模

第二種事業が実施
されるべき区域

第二種事業に係る
技術、工法その他

の事業の内容のう
ち同種の一般的な

事業と比べて特に
異なっていると認
められる事項

記載要領

１ 第二種事業の種類の欄は、普通鉄道の建設の事業又は普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業の別
を記載すること。

２ 第二種事業の規模の欄は、鉄道の長さについてキロメートルを単位とし、小数点以下第２位を切

り捨てて記載すること。
３ 第二種事業が実施されるべき区域の欄は、当該第二種事業が実施されるべき区域が含まれる都道

府県及び市町村（特別区を含む。）の名称を記載するものとし、当該区域及び周囲の概況を明らか
にした適切な縮尺の平面図を添付すること。

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。


